
一

（
国
民
生
活
・
経
済
に
関
す
る
調
査
会
）

国
民
生
活
・
経
済
に
関
す
る
調
査
報
告
要
旨

本
調
査
会
は
、
国
民
生
活
・
経
済
に
関
し
、
長
期
的
か
つ
総
合
的
な
調
査
を
行
う
た
め
、
第
二
百
回
国
会
の
令
和
元
年
十
月

四
日
に
設
置
さ
れ
、
三
年
間
の
調
査
テ
ー
マ
を
「
誰
も
が
安
心
で
き
る
社
会
の
実
現
」
と
決
定
し
た
。
一
年
目
は
、
調
査
テ
ー

マ
の
う
ち
「
困
難
を
抱
え
る
人
々
の
現
状
」
に
つ
い
て
、
二
年
目
は
、
「
困
難
を
抱
え
る
人
々
へ
の
対
応
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
調
査
を
行
っ
た
。

三
年
目
は
、
「
困
難
に
寄
り
添
う
支
援
の
構
築
」
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
、
「
子
ど
も
へ
の
支
援
」
、
「
社
会
に

つ
な
ぐ
支
援
」
及
び
「
支
援
に
向
け
た
体
制
の
充
実
」
の
各
調
査
項
目
に
つ
い
て
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
質
疑
を
行
っ

た
。
続
い
て
、
委
員
間
の
意
見
交
換
を
行
っ
た
後
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
を
、
四
つ
の
柱
か
ら
成
る
提
言
を
含
む
調
査
報
告
書
と

し
て
取
り
ま
と
め
、
令
和
四
年
六
月
三
日
、
議
長
に
提
出
し
た
。

提
言
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

子
ど
も
や
若
者
へ
の
支
援
の
充
実

子
ど
も
や
子
育
て
世
帯
へ
の
支
援
の
在
り
方
、
教
育
格
差
の
是
正
、
特
別
支
援
教
育
の
充
実
、
社
会
的
養
護
の
在
り
方
、



二

居
場
所
の
確
保
、
自
殺
対
策
の
推
進
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援
、
性
被
害
へ
の
対
応
策
、
養
育
費
の
確
保
、
子
ど
も
を

支
え
る
体
制
の
整
備
等
に
つ
い
て
提
言
を
行
っ
た
。

二

外
国
人
を
め
ぐ
る
課
題
へ
の
対
応

多
文
化
共
生
に
向
け
た
環
境
整
備
、
教
育
機
会
の
保
障
、
社
会
保
障
の
在
り
方
、
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
に
つ
い
て
提

言
を
行
っ
た
。

三

生
活
基
盤
の
安
定

普
遍
的
な
支
援
の
提
供
、
多
様
な
働
き
方
が
で
き
る
環
境
の
整
備
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
、
ひ
き
こ
も
り
の
人
へ
の
支
援

に
つ
い
て
提
言
を
行
っ
た
。

四

困
難
に
寄
り
添
う
支
援
の
構
築

包
括
的
な
支
援
体
制
の
構
築
、
支
援
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
、
人
材
の
確
保
に
向
け
た
取
組
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
有

効
活
用
、
個
人
情
報
の
共
有
に
つ
い
て
提
言
を
行
っ
た
。


